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議会の議決すべき事件に関する条例

（趣旨）

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第２項の規定に基づ

く議会の議決すべき事件については，他の条例に定めるもののほか，この条

例の定めるところによる。

（議決すべき事件）

第２条 市長は，市総合計画基本構想に即した基本計画を策定し，又は変更し

ようとするときは，議会の議決を経なければならない。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。


